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失
業
に
よ
り
住
居
を
な
く
し
た
労
働
者
を
対
象
に
し
た
雇
用
促
進
住
宅
の
緊
急
活
用
の
是
非
に
係
る
政
府
の
認

識
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

「
政
府
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
〇
第
三
五
六
号
）
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

厚
生
労
働
省
所
管
の
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
（
以
下
、
「
機
構
」
と
い
う
。
）
が
運
営
す
る
雇
用
促
進
住

宅
は
、
我
が
国
全
国
の
ど
こ
に
何
件
あ
り
、
合
計
で
何
戸
の
世
帯
が
入
居
で
き
る
の
か
全
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

昨
年
十
二
月
二
十
六
日
、
厚
労
省
は
同
年
十
月
か
ら
本
年
三
月
に
か
け
て
、
全
国
で
約
八
万
五
千
人
に
上
る
失
業
者
が
発

生
し
、
更
に
今
春
の
就
職
予
定
者
の
う
ち
、
企
業
側
よ
り
内
定
を
取
り
消
さ
れ
た
大
学
生
や
高
校
生
は
七
百
六
十
九
人
に
上

る
見
込
み
で
あ
る
と
発
表
し
て
い
る
。
ま
た
昨
年
十
二
月
三
十
一
日
、
各
種
労
働
団
体
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
、
市
民
団
体
等
に
よ

り
、
同
日
よ
り
本
年
一
月
五
日
朝
ま
で
の
期
間
限
定
で
、
昨
今
の
不
況
の
あ
お
り
を
受
け
て
失
業
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
住
居

を
な
く
し
た
派
遣
労
働
者
や
期
間
従
業
員
（
以
下
、
「
非
正
規
社
員
」
と
い
う
。
）
に
炊
き
出
し
等
食
事
を
提
供
す
る
い
わ

ゆ
る
「
年
越
し
派
遣
村
」
（
以
下
、
「
派
遣
村
」
と
い
う
。
）
が
東
京
都
千
代
田
区
の
日
比
谷
公
園
内
に
開
設
さ
れ
た
。

「
派
遣
村
」
以
外
に
も
、
我
が
国
の
各
地
で
「
非
正
規
社
員
」
に
食
事
や
住
居
を
一
時
的
に
提
供
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

が
行
わ
れ
て
い
る
と
承
知
す
る
が
、
「
非
正
規
社
員
」
等
、
失
業
に
よ
り
住
居
を
な
く
し
た
労
働
者
の
人
数
は
我
が
国
全
国
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で
ど
れ
く
ら
い
に
上
る
か
、
政
府
、
特
に
厚
労
省
と
し
て
把
握
し
て
い
る
か
。

三

二
の
失
業
に
よ
り
住
居
を
な
く
し
た
労
働
者
に
対
し
、
緊
急
的
な
対
応
策
と
し
て
我
が
国
全
国
に
あ
る
雇
用
促
進
住
宅
を

提
供
す
る
こ
と
は
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
、
特
に
厚
労
省
の
見
解
如
何
。
雇
用
促
進
住
宅
を
失
業
に
よ
り
住
居
を

な
く
し
た
労
働
者
を
対
象
に
活
用
す
る
様
、
「
機
構
」
を
指
導
す
る
考
え
は
あ
る
か
。

四

昨
年
十
一
月
末
時
点
で
雇
用
促
進
住
宅
に
七
十
三
戸
の
公
務
員
世
帯
が
居
住
し
続
け
て
い
る
こ
と
に
関
し
、
「
政
府
答
弁

書
」
で
は
「
機
構
に
お
い
て
、
会
計
検
査
院
の
報
告
書
『
特
殊
法
人
等
か
ら
移
行
し
た
独
立
行
政
法
人
の
業
務
運
営
の
状
況

に
つ
い
て
』
（
平
成
十
九
年
九
月
）
も
踏
ま
え
、
雇
用
促
進
住
宅
に
入
居
し
て
い
る
公
務
員
に
対
し
、
退
去
要
請
を
行
っ
て

き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
依
然
と
し
て
、
御
指
摘
の
七
十
三
世
帯
の
公
務
員
が
入
居
し
続
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
所
属

先
に
対
し
て
早
期
退
去
の
協
力
依
頼
を
行
う
と
と
も
に
、
借
地
借
家
法
（
平
成
三
年
法
律
第
九
十
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項

に
基
づ
く
賃
貸
借
契
約
の
更
新
を
拒
絶
す
る
旨
の
通
知
を
発
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い

る
。
本
年
一
月
五
日
現
在
、
右
の
七
十
三
戸
の
公
務
員
世
帯
の
う
ち
、
既
に
雇
用
促
進
住
宅
を
退
去
し
た
、
ま
た
は
退
去
す

る
日
に
ち
を
明
確
に
し
て
い
る
世
帯
は
あ
る
か
。

五

「
派
遣
村
」
は
じ
め
、
多
く
の
労
働
者
が
失
業
に
よ
り
住
居
を
な
く
し
、
大
変
な
苦
境
に
立
た
さ
れ
て
い
る
現
状
を
鑑
み

二



る
時
、
雇
用
促
進
住
宅
に
居
座
り
続
け
て
い
る
四
の
公
務
員
に
対
し
て
、
即
刻
退
去
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
様
、
「
機
構
」

を
指
導
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
。
「
政
府
答
弁
書
」
に
よ
る
と
、
昨
年
十
一
月
末
時
点
で
雇
用
促
進
住
宅
全
戸
に
占
め
る
公

務
員
の
入
居
戸
数
の
割
合
は
〇
�
〇
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
多
く
の
労
働
者
が
住
居
を
な
く
し
、
基

本
的
な
生
活
が
で
き
ず
、
生
存
の
危
機
す
ら
感
じ
て
い
る
今
、
公
務
員
が
本
来
の
趣
旨
を
逸
脱
し
た
優
遇
を
享
受
し
て
い
る

こ
と
は
、
到
底
国
民
の
理
解
を
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
と
こ
ろ
、
政
府
、
特
に
厚
労
省
と
し
て
、
四
の
七
十
三

戸
の
公
務
員
世
帯
を
即
刻
雇
用
促
進
住
宅
か
ら
退
去
さ
せ
る
べ
く
、
「
機
構
」
を
指
導
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
。
政
府
、
特

に
厚
労
省
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


